
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例 

東
京
は
、
首
都
と
し
て
日
本
を
牽

け
ん

引
す
る
と
と
も
に
、
国
の
内
外
か
ら
多
く
の
人
々
が
集
ま
る
国
際
都
市
と
し
て
日
々
発
展
を
続
け
て
い
る
。
ま
た
、
一

人
一
人
に
着
目
し
、
誰
も
が
明
日
に
夢
を
も
っ
て
活
躍
で
き
る
都
市
、
多
様
性
が
尊
重
さ
れ
、
温
か
く
、
優
し
さ
に
あ
ふ
れ
る
都
市
の
実
現
を
目
指
し
、
不

断
の
努
力
を
積
み
重
ね
て
き
た
。 

東
京
都
は
、
人
権
尊
重
に
関
し
て
、
日
本
国
憲
法
そ
の
他
の
法
令
等
を
遵
守
し
、
こ
れ
ま
で
も
東
京
都
人
権
施
策
推
進
指
針
に
基
づ
き
、
総
合
的
に
施
策

を
実
施
し
て
き
た
。
今
後
さ
ら
に
、
国
内
外
の
趨

す
う

勢
を
見
据
え
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
東
京
二
〇
二
〇
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
開

催
を
契
機
と
し
て
、
い
か
な
る
種
類
の
差
別
も
許
さ
れ
な
い
と
い
う
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
理
念
が
、
広
く
都
民
に
浸
透
し
た
都
市
を
実
現
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

東
京
に
集
う
多
様
な
人
々
の
人
権
が
、
誰
一
人
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
な
く
尊
重
さ
れ
、
東
京
が
、
持
続
可
能
な
よ
り
良
い
未
来
の
た
め
に
人
権
尊
重
の
理

念
が
実
現
し
た
都
市
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
、
都
民
全
て
の
願
い
で
あ
る
。 

東
京
都
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
下
、
誰
も
が
認
め
合
う
共
生
社
会
を
実
現
し
、
多
様
性
を
尊
重
す
る
都
市
を
つ
く
り
あ
げ
る
と
と
も
に
、
様
々
な
人
権

に
関
す
る
不
当
な
差
別
を
許
さ
な
い
こ
と
を
改
め
て
こ
こ
に
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
人
権
が
尊
重
さ
れ
た
都
市
で
あ
る
こ
と
を
世
界
に
向
け
て
発
信
し

て
い
く
こ
と
を
決
意
し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。 

第
一
章 

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
東
京
都
（
以
下
「
都
」
と
い
う
。
）
が
、
啓
発
、
教
育
等
（
以
下
「
啓
発
等
」
と
い
う
。
）
の
施
策
を
総
合
的
に
実
施
し
て
い
く

こ
と
に
よ
り
、
い
か
な
る
種
類
の
差
別
も
許
さ
れ
な
い
と
い
う
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
が
広
く
都
民
等
に
一
層
浸
透
し

た
都
市
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 



（
都
の
責
務
等
） 

第
二
条 

都
は
、
人
権
尊
重
の
理
念
を
東
京
の
隅
々
に
ま
で
浸
透
さ
せ
、
多
様
性
を
尊
重
す
る
都
市
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
た
め
、
必
要
な
取
組
を
推
進
す

る
も
の
と
す
る
。 

２ 

都
は
、
国
及
び
区
市
町
村
（
特
別
区
及
び
市
町
村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
実
施
す
る
人
権
尊
重
の
た
め
の
取
組
に
つ
い
て
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

都
民
は
、
人
権
尊
重
の
理
念
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
都
が
こ
の
条
例
に
基
づ
き
実
施
す
る
人
権
尊
重
の
た
め
の
取
組
の
推
進
に
協
力
す

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

事
業
者
は
、
人
権
尊
重
の
理
念
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
、
人
権
尊
重
の
た
め
の
取
組
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
都
が
こ
の
条

例
に
基
づ
き
実
施
す
る
人
権
尊
重
の
た
め
の
取
組
の
推
進
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
章 

多
様
な
性
の
理
解
の
推
進 

（
趣
旨
） 

第
三
条 

都
は
、
性
自
認
（
自
己
の
性
別
に
つ
い
て
の
認
識
の
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
性
的
指
向
（
自
己
の
恋
愛
又
は
性
愛
の
対
象
と
な
る
性

別
に
つ
い
て
の
指
向
の
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
理
由
と
す
る
不
当
な
差
別
の
解
消
（
以
下
「
差
別
解
消
」
と
い
う
。
）
並
び
に
性
自
認
及
び
性

的
指
向
に
関
す
る
啓
発
等
の
推
進
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

 

第
三
条
の
二 

こ
の
章
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ 

性
自
認
が
出
生
時
に
判
定
さ
れ
た
性
と
一
致
し
な
い
者
又
は
性
的
指
向
が
異
性
に
限
ら
な
い
者
を
い
う
。 

 

二 

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係 

双
方
又
は
い
ず
れ
か
一
方
が
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
互
い
を
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
相
互
の
人
権
を
尊

重
し
、
日
常
の
生
活
に
お
い
て
継
続
的
に
協
力
し
合
う
こ
と
を
約
し
た
二
者
間
の
関
係
を
い
う
。 



（
性
自
認
及
び
性
的
指
向
を
理
由
と
す
る
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
） 

第
四
条 

都
、
都
民
及
び
事
業
者
は
、
性
自
認
及
び
性
的
指
向
を
理
由
と
す
る
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
都
の
責
務
） 

第
五
条 
都
は
、
第
三
条
に
規
定
す
る
差
別
解
消
並
び
に
性
自
認
及
び
性
的
指
向
に
関
す
る
啓
発
等
の
推
進
を
図
る
た
め
、
基
本
計
画
を
定
め
る
と
と
も
に
、

必
要
な
取
組
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

都
は
、
前
項
の
基
本
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
都
民
等
か
ら
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。 

３ 

都
は
、
国
及
び
区
市
町
村
が
実
施
す
る
差
別
解
消
並
び
に
性
自
認
及
び
性
的
指
向
に
関
す
る
啓
発
等
の
取
組
に
つ
い
て
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
都
民
の
責
務
） 

第
六
条 

都
民
は
、
都
が
こ
の
条
例
に
基
づ
き
実
施
す
る
差
別
解
消
の
取
組
の
推
進
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
事
業
者
の
責
務
） 

第
七
条 

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
、
差
別
解
消
の
取
組
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
都
が
こ
の
条
例
に
基
づ
き
実
施
す
る
差
別
解
消
の
取
組
の
推

進
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
） 

第
七
条
の
二 

都
は
、
多
様
な
性
に
関
す
る
都
民
の
理
解
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
に
係
る
生
活
上
の
不
便
の
軽
減
な
ど
、
当
事

者
が
暮
ら
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
に
つ
な
げ
る
た
め
、
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
は
、
知
事
が
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
に
あ
る
者
（
双
方
又
は
い
ず
れ
か
一
方
が
都
の
区
域
内
に
お
い

て
居
住
し
、
就
業
し
、
又
は
就
学
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
か
ら
の
宣
誓
に
係
る
届
出
を
受
理
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
制
度
を
い
う
。 

３ 

都
は
、
都
が
実
施
す
る
施
策
等
に
お
い
て
、
第
一
項
の
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
の
趣
旨
を
十
分
に
尊
重
し
、
適
切
に
対
応
す
る
も
の
と



す
る
。
た
だ
し
、
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
実
施
す
る
施
策
等
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

４ 

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
東
京
都
規
則
で
定
め
る
。 

第
三
章 

本
邦
外
出
身
者
に
対
す
る
不
当
な
差
別
的
言
動
の
解
消
に
向
け
た
取
組
の
推
進 

（
趣
旨
） 

第
八
条 

都
は
、
本
邦
外
出
身
者
に
対
す
る
不
当
な
差
別
的
言
動
の
解
消
に
向
け
た
取
組
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
六
十
八
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
都
の
実
情
に
応
じ
た
施
策
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
不
当
な
差
別
的
言
動
（
法
第
二
条
に
規
定
す
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
解
消
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
九
条 

こ
の
章
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

公
の
施
設 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
条
例
で
設
置
す
る
施
設
を
い
う
。 

二 

表
現
活
動 

集
団
行
進
及
び
集
団
示
威
運
動
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
方
法
そ
の
他
手
段
に
よ
り
行
う
表
現
行
為
を
い
う
。 

（
啓
発
等
の
推
進
） 

第
十
条 

都
は
、
不
当
な
差
別
的
言
動
を
解
消
す
る
た
め
の
啓
発
等
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
公
の
施
設
の
利
用
制
限
） 

第
十
一
条 

知
事
は
、
公
の
施
設
に
お
い
て
不
当
な
差
別
的
言
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
公
の
施
設
の
利
用
制
限
に
つ
い
て
基
準
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。 

（
拡
散
防
止
措
置
及
び
公
表
） 

第
十
二
条 

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
表
現
活
動
が
不
当
な
差
別
的
言
動
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
案
の
内
容
に
即
し
て
当
該
表
現
活
動
に
係
る
表



現
の
内
容
の
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
当
該
表
現
活
動
の
概
要
等
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
表
す
る

こ
と
に
よ
り
第
八
条
の
趣
旨
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
公
表
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

一 
都
の
区
域
内
で
行
わ
れ
た
表
現
活
動 

二 

都
の
区
域
外
で
行
わ
れ
た
表
現
活
動
（
都
の
区
域
内
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
を
含
む
。
）
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

ア 

都
民
等
に
関
す
る
表
現
活
動 

イ 

ア
に
掲
げ
る
表
現
活
動
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
都
の
区
域
内
で
行
わ
れ
た
表
現
活
動
に
係
る
表
現
の
内
容
を
都
の
区
域
内
に
拡
散
す
る
も
の 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
及
び
公
表
は
、
都
民
等
の
申
出
又
は
職
権
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
不
当
な
差
別
的
言
動
の
内
容
が
拡
散
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
に
留
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
そ
の
他
知
事
が
認
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
審
査
会
の
意
見
聴
取
） 

第
十
三
条 

知
事
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
表
現
活
動
が
不
当
な
差
別
的
言
動
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
又
は
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
審
査
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
出
に
係
る
表
現
活
動
が
同
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

一 

当
該
表
現
活
動
が
前
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

当
該
表
現
活
動
が
不
当
な
差
別
的
言
動
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
は
、
速
や
か
に
審
査
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
審
査
会
は
知
事
に
対
し
、
当
該



報
告
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
又
は
公
表
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
審
査
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
審
査
会
の
設
置
） 

第
十
四
条 
前
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
し
、
又
は
報
告
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
た
め
、

知
事
の
附
属
機
関
と
し
て
、
審
査
会
を
置
く
。 

２ 

審
査
会
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
章
の
施
行
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
と
と
も
に
、
知
事
に
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。 

（
審
査
会
の
組
織
） 

第
十
五
条 

審
査
会
は
、
委
員
五
人
以
内
で
組
織
す
る
。 

２ 

審
査
会
の
委
員
は
、
知
事
が
、
学
識
経
験
者
そ
の
他
適
当
と
認
め
る
者
の
う
ち
か
ら
委
嘱
す
る
。 

３ 

委
員
の
任
期
は
二
年
と
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。 

（
審
査
会
の
調
査
審
議
手
続
） 

第
十
六
条 

審
査
会
は
、
知
事
又
は
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
審
議
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
表
現
活
動
に
係
る
第
十
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
っ
た
都
民
等
に
意
見
書
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
、
適
当
と
認
め
る
者
に
そ
の
知
っ
て
い
る
事
実
を
述
べ
さ
せ
る

こ
と
そ
の
他
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

審
査
会
は
、
前
項
の
表
現
活
動
を
行
っ
た
者
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
書
面
に
よ
り
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

審
査
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
指
名
す
る
委
員
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
審
査
会
の
規
定
に
関
す
る
委
任
） 



第
十
七
条 

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
の
組
織
及
び
運
営
並
び
に
調
査
審
議
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。 

（
表
現
の
自
由
等
へ
の
配
慮
） 

第
十
八
条 

こ
の
章
の
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
表
現
の
自
由
そ
の
他
の
日
本
国
憲
法
の
保
障
す
る
国
民
の
自
由
と
権
利
を
不
当
に
侵
害
し
な
い
よ
う

に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附 

則
（
平
成
三
〇
年
条
例
第
九
三
号
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
六
条
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。 

２ 

第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
六
条
の
規
定
は
、
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日
以
後
に
行
わ
れ
た
表
現
活
動
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

附 

則
（
令
和
四
年
条
例
第
八
五
号
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
同
年
十
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
及
び
受
理
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

  


